
 

 

 
【町長からの再度のお願い】 

釧路総合振興局管内では、最近になり感染症の患者の方が増加しており、
また、北海道を含む全国の都道府県に「緊急事態宣言（５月６日まで）」が発
出されたことを受け、引き続き町民の皆様には、裏面に記載している内容を
今一度徹底いただき、これまで以上の感染予防に取り組んでいただきますよ
うお願いします。 

  北海道知事は、道民へ「週末の不要不急の外出、道内各地と札幌などの往来
の自粛」「人と人との距離を取った行動」を求めたことから、本町においても、
可能な限り人が集まる場所への参加自粛をお願いします。 

  これから、各種会議、会合を予定している団体につきましても、延期や中止
についてご配慮いただきたく重ねてお願いいたします。 

 
【公共施設等の休止・休館】 

施設等名称 期 間 と 内 容 

農業者トレーニングセンター 

４月１６日～５月６日まで全面休館 

ふれあいプラザゆう（トレセン内） 
武道館 
磯分内酪農センター体育館 
虹別酪農センター体育館 
茶安別農村環境改善センター体育館 
阿歴内交流館 

博物館 ４月１６日～５月６日まで全面休館 

図書館 ４月１６日～５月６日まで全面休館 
児童館 ４月１６日～５月６日まで休館 

一時保育 ４月２０日～５月６日まで休止 

ふれあい入浴（ふれあい交流センター内） ４月２０日～５月６日まで休止 

学童保育 各学童保育所に確認ください 

 

【教育施設の休業】 
施  設  名 期 間 と 内 容 

町内全小中学校 ４月２０日から５月６日まで休校 

幼稚園 ４月２０日から５月６日まで休校 

標茶高校 ４月２０日から５月６日まで休校 

 

＝ご不明な点やご相談はこちらまで＝  

標茶町新型インフルエンザ等対策本部事務局 

標茶町役場住民課環境衛生係 電話：485-2111 内線 126・127 

(裏面もあります) 

新型コロナウイルス感染症対策広報 R２．４．17 

 

 

 

役場ホームページ 
各種情報あります 



 
外出の際に今一度お気を付けください 

 

〇専門家からの報告では、「症状の軽い人も、気がつかないうちに、感染拡大 

  に重要な役割を果たしてしまっている」と指摘されています。 

 

 
◆風邪の症状に似ているので、のどの痛み、咳、発熱などがある場合は、 
  外出しないようにしてください。
◆ご自身やご家族の熱を測るなど、健康チェックに努めてください。 
◆石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の他、咳エチケット

に努めてください。 

 

〇専門家からの報告では、「ライブハウスや友人宅での大人数での飲み会な

ど、屋内の閉鎖的な空間で、人と人とが至近距離で、一定時間以上交わる 

ことによって、患者が発生する可能性がある」と指摘されています。 

                      

 
◆換気が悪く、不特定多数の人が密に集まるような空間は、感染リスクが高い 

ことから、その規模の大小に関わらず、避けてください。 
◆自宅の部屋など、窓のある環境では、可能であれば２方向の窓を同時に開

け、建物内の換気に努めてください。 

 

 

〇専門家からの報告では、「症状のない方にとって、 屋外での活動や人との接 
触が少ない活動の他、一定程度の距離をとった会話は、感染リスクが低い」 
とされております。 

 
 
◆会話は、手を伸ばして相手に届かない程度の距離をとるか、自分から飛沫を

飛ばさないようマスクを装着することが望ましいとされています。 
◆買い物は、混雑していない時間帯を選ぶといった配慮が必要です。 
◆散歩やジョギング等は、感染リスクが低いとされています。 
           

            

 


